
商

詔

國

に

於

け

る

漢

文

化

藤

澤

義

美

序唐

代

－

今

の

雲

南

省

地

方

に

勃

興

し

て

一

国

を

形

成

し

、

当

時

の

強

国

た

る

唐

・

吐

春

（

チ

ベ

ッ

ト

）

の

冊

に

あ

っ

て

両

者

の

抗

争

を

巧

み

に

利

用

し

つ

ゝ

そ

の

国

勢

を

盛

り

上

げ

、

速

に

は

膳

の

領

域

に

し

ば

し

ば

入

通

し

て

そ

の

対

策

に

苦

慮

せ

し

め

た

南

詔

国

と

は

果

し

て

如

何

な

る

国

家

で

あ

っ

た

ら

う

か

。

こ

の

課

塵

は

久

し

く

東

洋

史

上

に

於

い

て

疑

問

視

さ

れ

，

大

な

る

関

心

を

も

た

れ

な

が

ら

今

伺

こ

れ

に

答

え

る

べ

き

論

考

が

極

め

て

少

い

。

勿

論

，

繭

詔

の

民

族

系

統

や

唐

と

の

交

渉

史

に

つ

い

て

は

幾

つ

か

の

研

究

が

発

表

さ

れ

て

い

る

け

れ

ど

も

、

繭

詔

国

家

そ

の

も

の

の

正

体

を

明

ら

か

に

せ

ん

と

す

る

論

考

が

従

来

殆

ん

ど

見

ら

れ

な

か

っ

た

事

は

当

方

面

の

研

究

が

如

何

に

革

ち

遅

れ

て

い

る

か

を

物

語

る

も

の

で

あ

る

。

南

詔

国

の

正

体

を

明

ら

か

に

す

る

為

に

は

、

言

う

ま

で

も

な

く

政

治

・

社

会

・

経

済

．

文

化

等

々

の

あ

ら

ゆ

る

両

か

ら

綜

合

的

に

研

究

を

加

え

て

後

始

め

て

把

握

さ

れ

る

も

の

で

あ

る

が

、

今

南

詔

国

究

明

へ

の

一

つ

と

し

て

そ

の

文

化

面

を

取

り

上

げ

て

み

ょ

う

と

思

う

。

南

詔

文

化

の

考

察

に

当

っ

て

は

、

鬼

づ

第

一

に

繭

詔

国

の

文

化

程

度

な

い

し

は

開

化

の

状

悪

が

ど

れ

程

で

あ

っ

た

か

が

関

心

事

で

あ

る

。

－

′

と

言

う

の

は

、

従

来

と

も

す

れ

ば

南

詔

を

も

っ

て

単

に

山

岳

地

方

に

於

け

る

一

査

国

と

考

え

、

そ

れ

故

唐

未

に

於

け

る

そ

の

国

勢

伸

展

に

対

し

て

殊

更

に

ー

種

奇

異

の

感

を

い

だ

い

て

来

た

観

が

あ

っ

た

か

ら

で

あ

る

o

第

二

に

は

、

南

詔

文

化

の

系

統

の

問

題

が

あ

る

′

。

こ

れ

は

南

詔

民

族

系

統

の

問

題

と

も

密

接

な

関

連

を

有

す

る

も

の

で

極

め

て

豪

要

な

も

の

と

言

う

べ

き

で

あ

る

。

第

三

は

夏

に

広

く

東

南

ア

ジ

ア

に

於

け

る

文

化

交

渉

史

上

か

ら

み

た

南

詔

文

化

の

史

的

意

義

に

つ

い

て

で

あ

る

。

南

詔

国

が

決

し

て

従

来

予

想

し

て

来

た

様

な

単

な

る

一

蛮

国

で

な

か

っ

た

事

は

関

係

史

料

が

物

語

る

と

こ

ろ

で

あ

り

、

そ

の

文

化

程

度

は

我

々

の

予

想

以

上

に

高

い

も

の

が

あ

っ

た

の

で

あ

る

。

ω

南

詔

が

そ

の

文

化

を

高

め

た

の

は

、

主

に

外

来

文

化

の

摂

取

に

ょ

る

も

の

で

あ

っ

た

。

両

も

彼

等

が

最

も

憶

が

れ

そ

の

摂

取

模

倣

に

努

め

た

も

の

は

、

言

う

ま

で

も

な

く

当

時

一

大

倣

界

帝

国

と

し

て

華

や

か

な

国

際

的

文

化

を

形

成

せ

る

唐

の

文

化

で

あ

っ

た

。

然

し

な

が

ら

、

南

詔

文

化

の

究

明

に

当

っ

て

は

、

一

入

唐

文

化

の

影

攣

の

み

を

重

蔵

す

る

事

は

出

来

な

い

。

何

と

な

れ

ば

．

南

詔

国

の

領

域

た

る

今

の

雲

南

省

地

方

は

そ

の

地

理

的

位

置

の

開

係

か

ら

み

た

場

合

、

漢

文

化

圏

と

チ

ベ

ッ

ト

・

ビ

ル

マ

文

化

圏

と

の

接

衝

地

帯

に

当

っ

て

居

る

の

み

な

ら

ず

、

叉

南

方

の

シ

ャ

ン

文

化

圏

や

モ

ン

・

ク

メ

ー

ル

文

化

圏

と

も

関

係

を

有

し

、

更

に

印

度

文

化

の

東

漸

も

忘

れ

る

事

が

出

来

な

い

。

従

っ

て

当

四

ー



岩
手
大
草
草
薮
畢
部
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
部
 
 
 

該
地
方
ほ
、
こ
れ
ら
諸
種
の
文
化
圏
の
交
接
・
錯
綜
地
帯
に
当
つ
て
い
た
か
ら
で
 
 

あ
る
。
け
れ
ど
も
こ
れ
ら
諸
種
の
文
化
系
統
と
南
諸
文
化
の
関
係
を
一
挙
に
究
明
 
 

す
る
事
ほ
、
現
在
の
来
由
ア
ジ
ア
史
研
究
の
進
捗
状
懸
か
ら
み
て
非
常
に
困
難
な
 
 

事
で
あ
る
。
 
 
 

そ
れ
故
本
論
考
は
先
づ
南
諸
文
化
究
明
へ
の
一
考
察
と
し
て
、
繭
詔
国
に
於
け
 
 

る
漢
文
化
に
つ
い
て
考
察
し
ょ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。
隣
国
と
し
て
終
始
和
戦
 
 

常
な
き
交
渉
を
繰
り
返
し
た
唐
と
南
詔
は
、
果
し
て
文
化
的
に
如
何
な
る
関
係
を
 
 

も
つ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
即
ち
後
進
国
た
る
南
詔
が
漢
文
化
に
対
し
て
如
何
な
 
 

る
態
度
を
と
つ
た
も
の
か
事
 
そ
の
摂
取
・
消
化
の
程
度
は
ど
れ
経
で
あ
つ
た
か
、
 
 

そ
し
て
湊
文
化
摂
取
が
南
詔
国
の
発
展
に
如
何
な
る
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
つ
 
 

た
か
等
に
つ
い
て
述
べ
て
み
た
い
と
思
う
。
こ
れ
ら
の
点
を
明
ら
か
に
す
る
事
に
 
 

ょ
っ
て
繭
詔
国
の
正
体
及
び
性
格
の
〓
仰
が
う
か
が
わ
れ
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。
 
 

託
1
、
有
識
陶
の
文
化
が
何
の
程
度
の
も
の
で
あ
つ
た
か
に
つ
い
て
は
、
他
日
稿
を
改
め
て
 
 

数
表
の
濠
定
で
あ
る
が
、
そ
の
文
化
が
濠
想
以
上
に
高
い
も
わ
で
あ
つ
た
事
ほ
、
商
 
 

詔
彿
教
隆
盛
の
一
事
か
ら
も
容
易
に
推
察
す
る
事
が
開
発
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
ほ
 
 

拙
稿
「
南
詔
囲
の
傭
敦
に
就
い
て
」
（
「
中
山
博
士
古
稀
軋
賀
束
洋
史
論
艶
」
に
教
義
 
 

漁
定
）
を
参
盟
き
れ
た
い
。
 
 

一
中
国
古
代
各
王
朝
の
空
南
経
費
と
漢
文
化
の
波
及
 
 

四
二
 
 

軍
二
項
に
於
い
て
述
べ
る
様
に
、
南
詔
国
に
於
け
る
漢
文
化
は
予
想
以
上
に
大
 
 

き
な
も
の
が
あ
つ
た
が
、
然
ら
ば
漢
文
化
は
ど
の
様
に
し
て
南
詔
に
取
り
入
れ
ら
 
 

れ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
先
づ
こ
の
事
か
ら
考
敷
を
加
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

こ
れ
に
つ
い
て
は
二
つ
の
両
か
ら
考
察
す
る
事
が
出
来
る
。
一
つ
ほ
南
詔
自
身
に
 
 

ょ
る
漢
文
化
の
摂
取
・
消
化
で
あ
り
、
も
う
一
つ
ほ
南
詔
国
出
現
以
前
に
於
け
る
 
 

西
南
諸
蛮
夷
の
漢
文
化
摂
取
で
あ
る
。
繭
詔
自
身
が
盛
ん
に
漢
文
化
を
摂
取
し
た
 
 

事
に
つ
い
て
ほ
次
項
で
述
べ
る
が
、
南
諸
国
が
ボ
当
高
度
の
漢
文
化
を
摂
取
し
模
 
 

倣
し
得
た
事
に
つ
い
て
は
、
更
に
当
地
方
に
所
在
せ
る
所
謂
西
南
諸
夷
の
漢
文
 
 

化
に
対
す
る
接
触
や
摂
取
に
つ
い
て
の
史
的
考
察
を
顧
み
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

何
故
な
れ
ほ
、
南
詔
勃
興
以
前
か
ら
当
地
方
ほ
中
国
各
王
朝
と
種
々
の
交
渉
を
有
 
 

し
た
の
で
あ
り
、
そ
の
永
い
交
渉
関
係
に
依
っ
て
当
地
方
居
住
の
諸
蛮
小
異
問
に
必
 
 

ず
や
漢
文
化
が
遼
遠
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
南
詔
国
な
る
も
の
 
 

ほ
、
今
の
蒙
化
附
近
に
あ
つ
た
一
部
放
た
る
蒙
合
詔
（
南
詔
）
が
榛
東
し
て
、
終
 
 

に
他
の
諸
部
族
を
征
服
し
、
大
体
今
の
雲
南
省
の
大
部
分
を
儲
有
す
る
に
至
つ
た
 
 

も
の
で
あ
る
か
ら
、
同
国
出
魂
以
前
に
当
地
方
へ
遽
透
し
て
い
た
漢
文
化
ほ
凡
て
 
 

南
詔
に
ょ
つ
て
継
承
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
叉
南
詔
が
一
国
家
を
形
成
す
る
に
至
つ
 
 

た
有
力
な
一
原
因
は
こ
の
点
に
求
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
 
 
 

西
南
夷
と
中
原
国
家
と
の
交
渉
ほ
、
史
伝
に
は
既
に
戦
国
時
代
楚
の
荘
躊
に
始
 
 

ま
る
と
し
て
い
る
が
確
か
な
事
は
分
ら
な
い
。
山
 
塊
の
案
は
萄
よ
り
五
尺
遺
を
 
 

通
じ
南
夷
に
吏
を
置
い
た
と
云
う
が
、
物
 
之
も
そ
の
真
偽
の
程
ほ
明
ら
か
で
な
 
 

い
。
現
在
信
じ
得
る
肝
で
の
、
中
原
国
家
と
西
南
夷
と
の
交
渉
ほ
前
浜
の
武
帝
か
 
 

ら
初
ま
る
。
武
帝
の
代
、
西
域
よ
り
帰
れ
る
張
寒
が
、
萄
・
身
毒
国
（
イ
ン
ド
）
 
 
 



の
道
を
通
ず
べ
き
を
建
言
せ
る
に
ょ
り
、
王
番
手
等
を
遇
わ
し
て
雲
南
に
至
ら
し
 
 

め
、
元
封
二
年
（
前
一
〇
九
）
其
の
地
に
益
州
都
を
置
き
、
榔
つ
い
で
後
漢
の
光
 
 

武
帝
ほ
建
武
十
八
年
（
後
些
一
）
武
威
将
軍
劉
向
を
放
し
て
西
南
夷
を
征
討
し
大
 
 

野
ぜ
得
、
次
代
明
帝
の
永
卒
年
間
に
は
更
に
西
方
の
哀
牢
夷
を
内
属
せ
し
め
て
永
 
 

昌
郡
を
新
盆
し
た
。
初
 
両
港
代
約
三
百
年
問
の
統
治
に
ょ
つ
て
当
然
漢
文
化
が
 
 

西
南
諸
夷
閲
に
粛
さ
れ
た
で
あ
ろ
う
事
が
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
具
体
的
な
事
情
 
 

ほ
よ
く
分
ら
な
い
。
け
れ
ど
も
重
陽
国
志
」
掴
㌔
に
 
 
 

章
帝
時
．
筍
郡
王
単
為
益
州
太
守
、
冶
化
尤
異
。
…
‥
中
略
…
…
解
興
文
学
、
 
 

t
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 

漸
遷
其
俗
。
 
 

と
あ
る
を
始
め
、
同
盈
㌃
に
 
 
 

孝
文
帝
未
年
、
以
虞
正
文
第
為
筍
守
。
…
…
中
略
…
：
・
翁
乃
立
学
、
選
史
子
弟
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
就
学
。
退
席
士
張
叔
等
十
八
人
、
東
謂
博
士
受
七
経
、
遠
以
教
授
。
㈲
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

明
童
之
世
、
靡
飢
人
ヂ
珍
、
字
道
真
、
以
生
遊
衛
、
未
漸
痺
序
。
及
遠
従
汝
痛
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

許
叔
、
垂
受
五
経
、
叉
師
事
応
世
叔
学
図
緯
、
垂
一
一
着
、
還
以
教
授
。
於
是
南
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

域
始
有
学
籍
。
珍
以
経
術
選
用
、
歴
筒
音
東
部
翻
州
刺
史
。
㈲
 
 

と
み
え
、
叉
「
繭
詔
野
史
」
下
に
も
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

漢
感
覚
、
字
長
、
棄
権
人
。
受
学
司
馬
相
知
、
背
旗
心
四
番
。
 
 

と
あ
る
を
み
れ
ば
．
こ
の
当
時
か
ら
既
に
西
南
諸
夷
へ
の
漢
文
化
の
浸
透
の
あ
つ
 
 

た
事
が
う
か
が
わ
れ
る
。
蛮
夷
巾
に
 

の
で
あ
る
。
 
 

攻
の
三
国
時
代
に
ほ
、
彼
の
諸
葛
亮
の
有
名
な
「
夏
五
月
涯
レ
噂
」
る
事
件
が
あ
 
 

り
、
、
西
南
夷
経
営
は
そ
の
必
要
性
に
迫
ら
れ
て
増
々
英
傑
化
す
る
に
至
つ
た
。
即
 
 

宿
詔
固
に
於
け
る
漠
文
化
（
藤
澤
）
 
 

・
ム
「
 
 

ち
萄
漠
劉
備
の
嘱
望
に
ょ
つ
て
起
っ
た
諸
葛
亮
は
、
中
原
の
塊
に
対
抗
せ
ん
が
為
 
 

南
中
㈹
の
経
営
を
測
り
、
以
っ
て
萄
漠
に
対
す
る
後
方
の
兵
基
地
た
ら
し
め
よ
う
 
 

と
し
、
当
地
方
に
建
寧
以
下
の
四
部
を
置
い
て
統
治
し
た
。
㈲
 
諸
葛
亮
の
南
中
 
 

経
営
ほ
異
に
当
を
得
た
も
 

れ
に
ょ
る
西
南
諸
夷
Ⅵ
漢
化
ほ
更
に
促
進
し
た
に
相
違
な
い
。
「
拳
陽
国
志
」
醐
 
 

別
に
み
え
る
 
 
 

夏
五
月
、
革
涯
滑
、
進
杯
森
畑
。
…
中
略
‥
、
移
南
中
卿
養
育
美
方
余
家
於
萄
、
 
 
 

為
草
部
。
肝
当
無
前
、
軍
号
飛
。
伊
其
轟
弱
、
配
大
株
焦
礎
婁
発
意
草
毛
轟
為
 
 
 

部
曲
、
置
五
部
都
尉
、
号
五
子
。
故
両
人
言
問
姓
五
子
也
。
以
夷
多
剛
狼
不
 
 
 

省
、
大
娃
革
袋
、
乃
勧
令
出
金
畠
、
碍
葉
栗
夷
為
義
部
曲
、
符
多
着
発
世
襲
 
 
 

官
。
於
是
夷
人
倉
貨
物
、
以
漸
服
属
於
漢
．
成
夷
漠
部
蹄
。
亮
収
其
俊
傑
、
建
 
 
 

寧
墾
習
朱
提
孟
瑛
及
獲
為
宮
原
。
習
官
至
償
軍
、
淡
輔
漠
将
軍
、
猿
御
史
中
 
 
 

丞
。
出
其
金
銀
男
漆
親
牛
戦
馬
、
給
軍
国
之
用
、
都
督
常
用
義
人
。
 
 

な
る
一
文
に
ょ
つ
て
、
そ
の
経
営
事
情
と
そ
れ
に
ょ
る
南
中
諸
夷
漠
化
の
様
子
が
 
 

う
か
が
わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
「
文
献
邁
考
」
撃
新
郎
裔
考
に
 
 
 

叉
有
漢
蛮
者
。
…
中
略
…
衣
服
与
中
国
略
同
、
能
追
撃
言
。
自
云
、
本
譜
葛
武
 
 
 

候
戊
兵
。
 
 
 

啓
白
謂
太
保
∵
＝
中
略
‥
・
英
人
椎
牽
、
以
白
紙
撃
之
。
云
錦
与
諸
藩
武
侠
制
服
 
 
 

也
。
 
 

と
云
え
る
を
始
め
∵
後
世
永
く
雲
海
地
方
の
諸
蛮
夷
聞
に
於
い
て
諸
葛
亮
に
関
す
 
 

る
伝
説
や
遺
跡
が
多
く
伝
え
ら
れ
て
い
る
事
ほ
㈹
、
亮
の
経
営
に
ょ
る
諸
夷
の
摸
 
 

化
を
物
語
る
も
の
で
あ
る
。
 
 

四
三
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け
れ
ど
も
亮
の
南
中
経
営
は
萄
漢
の
衰
亡
と
共
に
間
も
な
く
中
止
さ
れ
、
塊
晋
 
 

南
北
朝
の
大
動
乱
期
に
入
っ
た
の
で
あ
る
。
晋
は
そ
の
当
初
、
漠
・
萄
漠
の
後
を
 
 

継
い
で
南
中
に
寧
州
を
置
き
そ
の
経
営
を
続
行
せ
ん
と
し
た
の
で
あ
る
が
、
同
国
 
 

は
内
外
共
に
多
難
で
あ
つ
た
か
ら
、
そ
の
経
営
は
余
り
見
る
べ
き
も
の
が
な
か
つ
 
 

た
様
で
あ
る
。
離
し
「
華
陽
国
志
」
醐
㌔
に
 
 

‥
 
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
自
四
姓
子
弟
仕
進
、
必
蒐
経
都
塵
。
王
邁
為
南
夷
校
尉
、
…
中
略
…
藩
挙
建
寧
 
ヽ
ヽ
 
 
 

董
敢
為
秀
才
。
 
 

と
あ
る
の
や
、
同
書
同
番
祥
樹
郡
の
粂
に
、
r
麒
伺
＝
学
書
L
と
あ
る
を
み
れ
ば
、
 
 

当
時
の
蛮
夷
中
に
も
襲
撃
を
解
し
、
官
凄
に
登
用
さ
れ
た
者
の
あ
つ
た
事
が
知
ら
 
 

れ
る
。
卸
 
続
く
南
北
朝
の
時
代
に
ほ
、
南
朝
の
各
朝
皆
当
地
方
ま
で
そ
の
実
勢
 
 

力
を
伸
ば
す
余
裕
な
く
、
「
有
レ
名
無
レ
民
、
日
壷
荒
不
】
レ
耳
遠
う
有
様
で
、
雲
 
 

繭
地
方
は
名
目
上
州
郡
が
置
か
れ
て
も
そ
の
実
な
く
、
雲
癖
経
営
の
峯
自
陣
代
で
 
 

あ
つ
た
。
 
 
 

以
上
述
べ
来
っ
た
併
に
ょ
り
、
唐
以
前
に
於
い
て
既
に
西
南
諸
夷
は
靡
度
か
中
 
 

国
各
胡
と
交
渉
を
有
し
、
或
い
は
そ
の
支
配
統
治
下
に
あ
つ
て
漢
文
化
園
に
置
か
 
 

れ
て
湊
文
化
に
接
触
し
た
の
で
あ
つ
て
、
特
に
漠
・
三
国
・
晋
の
間
に
於
け
る
彼
 
 

等
の
漠
化
に
ほ
相
当
の
み
る
べ
き
も
の
が
あ
つ
た
事
を
知
り
得
る
の
で
あ
る
。
民
 
 

国
の
芸
陶
史
研
究
家
た
る
夏
光
南
氏
に
ょ
れ
ば
、
現
存
せ
る
大
柴
碑
・
小
婁
碑
・
 
 

祥
光
脾
・
孟
考
帽
砕
等
は
皆
こ
の
頃
の
も
の
で
、
当
時
の
西
南
諸
夷
の
藻
化
を
有
 
 

力
に
物
語
る
も
の
で
あ
る
と
言
う
事
で
あ
る
。
胸
 
 
 

中
国
の
分
裂
を
再
び
統
一
し
、
中
央
集
権
を
実
現
せ
る
隋
は
、
当
然
西
南
夷
に
 
 

対
し
て
も
そ
の
国
勢
を
伸
ば
さ
ん
と
し
、
史
萬
曳
等
を
涙
遥
t
て
そ
の
経
営
に
着
 
 

■
 
 
 

四
岨
 
 
 

手
し
た
が
、
旭
 
隋
朝
の
短
命
に
ょ
り
何
等
み
る
べ
き
も
の
な
し
に
終
っ
た
。
然
 
 

し
、
そ
の
後
を
受
け
て
堅
剛
わ
大
帝
国
を
形
成
せ
る
廣
朝
の
雲
由
経
営
は
異
に
強
 
 

力
な
も
の
で
あ
つ
た
。
こ
の
程
皆
の
全
貌
に
つ
い
て
ほ
稿
を
改
め
て
発
表
の
予
定
 
 

で
あ
る
か
ら
こ
ゝ
に
ほ
割
愛
す
る
が
、
個
 
唐
は
入
印
路
。
交
州
連
絡
開
設
と
雲
 
 

南
安
西
開
発
の
為
に
、
初
代
高
祖
武
徳
初
年
よ
り
玄
宗
の
天
宝
年
間
繭
詔
が
勃
興
 
 

離
反
し
て
中
断
す
る
に
至
る
ま
で
約
召
四
十
年
問
に
亙
り
雲
南
経
営
を
強
行
し
た
 
 

の
で
あ
る
。
そ
の
間
数
多
の
州
を
置
き
、
鋲
戊
を
設
け
城
塞
を
構
築
し
、
西
南
諸
 
 

査
夷
を
殆
ん
ど
内
附
せ
し
め
て
穣
庶
政
策
を
行
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
れ
ば
唐
朝
の
 
 

雲
画
経
営
に
ょ
る
西
南
諸
蛮
夷
へ
の
漢
文
化
淫
透
ほ
相
当
著
し
い
も
の
が
あ
つ
 
 

た
。
唐
朝
の
雲
由
経
営
は
、
諸
葛
亮
の
そ
れ
に
も
ま
し
て
強
力
な
も
の
で
あ
り
而
 
 

も
永
年
の
閲
行
わ
れ
た
の
で
あ
つ
て
、
そ
の
轟
靡
政
策
と
朝
貢
政
策
に
ょ
つ
て
諸
 
 

部
族
ほ
各
々
成
都
へ
或
い
ほ
京
師
長
安
に
ま
で
幾
度
か
入
朝
し
て
居
り
、
叉
都
督
 
 

府
や
一
時
ほ
軍
南
都
護
府
（
保
寧
都
護
府
）
さ
え
も
置
か
れ
、
姻
 
辺
防
革
も
駐
 
 

屯
し
て
開
発
野
営
を
強
行
し
た
の
で
あ
る
か
ら
、
当
地
方
居
住
諸
蛮
夷
の
開
化
特
 
 

に
湊
化
は
一
層
進
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
膵
 
 
 

以
上
上
古
よ
り
南
詔
勃
興
に
至
る
問
の
中
国
古
代
各
王
朝
の
芸
南
経
営
と
そ
れ
 
 

に
ょ
る
西
南
夷
諸
族
の
漠
化
の
状
態
を
概
観
し
て
来
た
の
で
あ
る
が
、
当
地
方
に
 
 

関
す
る
唐
代
の
諸
資
料
中
に
、
例
へ
ば
、
 
 
 

松
外
蛮
、
…
中
略
：
丸
数
十
姓
。
造
楊
李
董
為
貴
族
。
…
中
略
‥
・
有
城
郭
文
 
 

字
、
頗
知
陰
暢
暦
数
。
（
「
新
居
書
」
紅
紅
配
下
）
 
 
 

校
外
蛮
、
：
・
中
略
…
其
地
有
穆
李
董
由
等
数
十
姓
。
各
拠
一
州
、
‥
・
中
略
…
語
 
 

錐
小
説
、
其
宝
風
俗
大
略
与
中
国
同
、
自
云
本
管
華
人
⇒
貞
治
通
鑑
」
㌔
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
1
 
ヽ
 
号
 
ヽ
 
 
 
1
 
、
、
 
1
 
、
、
 
 



）
 
と
云
い
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

西
薬
草
南
拳
之
渠
師
。
自
云
、
本
河
東
安
邑
人
。
七
世
祖
事
晋
為
南
寧
州
太
 
 
 

守
、
属
中
国
乱
、
遽
王
蛮
夷
。
…
中
略
…
有
襲
牽
者
、
途
拠
南
寧
之
地
。
延
琴
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
二
千
余
里
、
俗
多
撃
人
。
（
「
唐
会
要
」
硯
）
 
 

と
あ
る
如
く
、
或
い
は
叉
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
裳
人
木
津
人
也
。
部
落
在
鉄
橋
北
。
不
知
遥
徒
年
月
。
初
襲
湊
服
、
後
栢
参
諸
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

成
風
俗
。
迄
今
但
朝
霞
纏
東
－
其
余
無
異
。
（
「
変
事
」
四
）
 
 

と
あ
る
様
に
、
西
南
諸
夷
漠
化
を
物
語
る
史
料
が
散
見
す
る
。
右
の
諸
史
料
の
如
 
 

き
ほ
．
西
南
諸
夷
が
席
代
頃
に
ほ
既
に
相
当
の
漢
文
化
の
影
攣
下
に
あ
つ
た
事
を
 
 

明
ら
か
に
物
語
る
も
の
で
あ
つ
て
、
漢
人
の
当
地
方
へ
の
進
出
移
住
を
も
充
分
に
 
 

う
か
が
ぁ
せ
る
も
の
が
あ
る
。
勿
論
一
口
に
西
南
諸
夷
と
言
っ
て
も
、
地
域
や
種
 
 

族
に
よ
つ
て
そ
の
漢
文
化
の
影
響
に
は
程
度
の
差
が
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
が
、
前
 
 

掲
諸
史
料
か
ら
推
し
て
、
金
沙
江
（
揚
子
江
上
流
）
流
域
附
近
が
比
較
的
漠
化
の
 
 

程
度
が
高
か
つ
た
様
で
、
こ
れ
ほ
萄
川
に
近
い
為
で
も
あ
る
が
、
又
今
の
富
商
省
 
 

東
半
部
に
広
が
つ
て
い
た
裟
蛮
な
ど
も
早
く
か
ら
漢
文
化
を
大
分
痕
駁
し
て
い
た
 
 

ら
し
い
事
が
ほ
ゞ
認
め
ら
れ
て
い
る
。
．
 
 
 

要
す
る
に
南
詔
が
勃
興
す
る
盛
唐
頃
の
雲
繭
地
方
は
、
決
し
て
単
に
原
始
的
な
 
 

諸
蛮
夷
の
み
が
こ
の
地
方
に
盤
躍
し
て
い
た
も
の
で
ほ
な
か
つ
た
事
を
知
り
得
た
 
 

の
で
あ
る
が
、
こ
の
事
は
南
詔
国
出
現
の
下
地
と
な
つ
た
も
の
で
あ
り
、
更
に
当
 
 

地
方
に
国
を
成
せ
る
南
詔
が
後
に
一
層
高
度
の
漢
文
化
を
摂
取
消
化
す
る
素
地
と
 
 

も
な
つ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
 

南
諸
国
に
於
け
る
瞑
文
化
（
藤
韓
）
 
 

t
■
 
 

託
1
、
和
田
陪
博
士
 
「
演
‡
苑
躇
故
事
」
（
「
羽
田
博
士
頻
毒
記
念
東
洋
史
論
叢
」
併
牧
）
 
 

参
照
 
 

2
、
「
史
記
」
訂
酢
 
 

3
、
同
者
 
 

4
、
「
後
誓
」
訂
酢
 
 
 

5
、
偽
は
越
寓
部
の
事
、
今
の
四
川
省
西
南
の
西
昌
（
寧
遮
）
の
地
。
「
南
詔
野
史
」
下
 
 
 

に
依
れ
ば
、
盤
叔
は
菓
検
入
（
今
の
四
海
附
近
）
と
あ
る
。
 
 
 

6
、
弊
政
妹
ほ
畔
阿
部
中
に
あ
り
、
畔
阿
部
の
位
茂
の
比
定
に
つ
い
て
は
未
だ
定
説
が
な
 
 

い
掟
で
あ
る
が
、
雲
南
こ
革
州
。
旗
頭
三
省
境
附
近
で
あ
る
ら
し
い
。
 
 
 

7
、
三
国
・
晋
の
頃
今
の
雲
南
省
地
方
を
南
中
と
呼
ん
だ
。
 
 

8
三
二
慧
晶
志
」
駈
鮎
、
「
華
隣
国
志
」
印
㌔
雛
鮎
 
 

9
・
「
薫
香
」
軌
㌃
 
 
 

1
0
、
雲
南
地
方
に
於
け
る
諸
塾
免
の
停
説
ほ
、
非
常
に
多
く
、
雲
南
開
係
史
書
に
よ
く
散
 
 
 

見
す
る
。
例
へ
ば
、
「
壁
書
」
 
「
南
詔
野
史
」
等
々
。
龍
雲
氏
の
「
雲
南
遽
地
問
題
研
 
 
 

究
」
に
よ
れ
ば
、
現
今
に
軍
令
ま
で
蟹
夷
問
の
孔
明
に
対
す
る
崇
敬
の
念
は
、
可
成
り
 
 
 

深
い
も
の
が
あ
る
と
云
う
。
 
 
 

1
1
、
夏
光
南
も
そ
の
著
「
雲
南
文
化
史
」
に
於
い
て
、
晋
代
南
中
欒
夷
よ
り
仕
起
す
る
者
 
 

の
多
か
つ
た
鮎
を
温
訳
し
て
い
る
。
 
 

ほ
、
「
南
葺
」
監
㌃
 
 
 

ほ
、
夏
光
南
著
「
雲
南
文
化
史
」
及
び
「
元
代
史
地
叢
考
」
 
 

1
4
、
「
新
居
香
」
虹
配
配
下
、
「
豊
」
駈
宗
史
 
 
 

1
5
、
拙
稿
「
唐
朝
雲
南
経
皆
の
一
考
察
－
特
に
保
寧
都
護
府
の
設
置
に
つ
い
て
－
」
 
（
史
 
 

四
五
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参
照
 
 

1
6
、
何
者
拙
稿
参
照
 
 
 

げ
、
唐
朝
の
碧
南
纏
螢
に
よ
る
常
地
方
の
開
発
開
化
に
つ
い
て
は
、
他
日
溝
稿
を
教
義
の
 
 

預
定
に
つ
き
こ
ゝ
に
は
割
愛
す
る
。
 
 

こ
 
商
詔
観
の
漢
文
化
掻
坂
 
 

唐
の
玄
崇
代
、
急
激
に
勃
興
し
て
凍
た
繭
詔
は
、
今
の
蒙
化
附
近
に
あ
つ
た
蒙
 
 

禽
詔
な
る
一
部
族
で
あ
つ
て
、
代
を
迫
っ
て
次
第
に
勢
力
を
仲
良
し
、
つ
い
に
今
 
 

の
雲
南
省
の
大
部
分
の
外
、
筍
川
の
西
南
部
や
交
州
及
び
緬
国
（
ビ
ル
マ
）
に
も
 
 

勢
力
を
伸
ば
し
、
今
の
大
坪
附
近
に
首
都
を
構
え
－
官
制
を
し
き
一
国
を
形
成
し
 
 

た
。
従
つ
で
南
詔
文
化
形
成
の
素
地
と
し
て
、
前
項
に
精
通
せ
る
当
地
方
居
住
の
 
 

諸
蛮
夷
問
に
遼
透
せ
る
漢
文
化
が
重
要
な
役
割
を
な
し
た
で
あ
ろ
う
事
ほ
想
像
に
 
 

軽
く
な
い
。
南
詔
が
か
ゝ
る
地
方
に
於
い
て
、
よ
く
一
国
を
為
す
ま
で
に
成
長
し
 
 

た
の
も
、
又
同
国
が
其
の
後
増
々
童
展
し
て
唐
・
吐
蕃
等
と
比
肩
す
る
程
に
な
つ
 
 

た
の
も
、
先
進
文
化
た
る
漢
文
化
が
既
に
早
く
よ
り
当
地
方
に
波
及
し
．
諸
変
奏
 
 

を
あ
る
程
度
開
化
へ
せ
向
わ
し
め
て
居
つ
た
か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
即
ち
 
 

南
詔
ほ
、
当
地
方
既
存
の
漢
文
化
の
継
承
者
で
あ
つ
た
と
み
る
事
が
出
来
る
。
 
 
 

然
し
、
南
詔
文
化
に
於
け
る
漢
文
化
の
色
彩
が
強
い
の
は
、
単
に
か
1
る
継
承
 
 

者
の
故
だ
け
で
は
な
か
つ
た
。
繭
詔
ほ
未
だ
一
部
族
と
し
て
そ
の
実
力
を
養
つ
て
 
 

い
た
頃
よ
り
一
国
形
成
後
に
至
る
ま
で
、
一
貫
し
て
中
撃
に
憧
れ
そ
の
文
化
の
摂
 
 

取
に
努
め
た
の
で
あ
る
。
即
ち
鬼
づ
贋
朝
高
宗
代
、
既
に
南
詔
第
一
代
の
細
奴
薙
 
 

が
唐
朝
の
覇
磨
政
発
に
応
じ
て
遣
使
朝
貢
し
、
次
代
羅
盛
炎
も
武
后
あ
時
自
ら
入
 
 

四
六
 
 
 

萌
し
、
第
三
代
盛
羅
皮
ほ
特
進
を
痩
け
ら
れ
て
台
登
郡
王
に
封
ぜ
ら
れ
、
第
四
代
 
 

の
皮
藤
閣
は
唐
に
従
っ
て
西
田
河
蛮
を
破
り
、
そ
の
功
を
以
つ
て
玄
宗
よ
り
雲
繭
 
 

玉
に
封
ぜ
ら
れ
名
を
原
義
と
賜
わ
つ
た
。
m
菱
食
詔
（
南
詔
）
が
他
の
西
南
諸
夷
 
 

に
比
し
比
較
的
遠
方
に
あ
り
な
が
ら
、
然
も
率
先
し
て
早
く
よ
り
唐
に
内
属
し
、
 
 

数
代
の
問
唐
朝
と
親
善
関
係
を
結
び
つ
ゝ
勢
力
拡
大
を
測
っ
た
事
は
特
に
留
意
す
 
 

べ
き
併
で
あ
つ
て
、
斯
様
に
彼
等
が
早
く
よ
り
唐
朝
に
な
じ
み
、
且
つ
漢
文
化
を
 
 

吸
収
し
た
事
ほ
、
後
に
繭
詔
を
し
て
強
大
な
ら
し
め
た
有
力
な
一
因
と
思
わ
れ
、
 
 

又
彼
等
は
唐
初
頃
決
し
て
単
な
る
野
蛮
の
域
に
あ
つ
た
の
で
な
く
、
臨
に
相
当
漠
 
 

文
化
に
な
じ
め
る
部
族
で
あ
つ
た
と
思
わ
れ
る
。
 
 
 

第
五
代
目
の
間
藤
鳳
は
、
玄
宗
の
デ
宝
九
載
（
七
五
〇
）
雲
繭
太
守
張
虔
陀
事
 
 

件
を
契
機
と
し
て
翻
然
唐
朝
に
類
族
を
ひ
る
が
え
し
、
数
次
に
亘
る
唐
の
討
伐
軍
 
 

を
撃
退
し
、
吐
苓
に
紐
し
た
の
で
あ
る
が
、
働
こ
れ
は
自
己
勢
力
拡
張
の
為
に
、
 
 

唐
朝
雲
南
経
営
の
弛
緩
腐
敗
と
吐
春
の
圧
力
等
に
対
す
る
機
宜
を
得
た
処
置
で
あ
 
 

っ
て
、
必
ず
し
も
非
化
挙
的
で
あ
つ
た
と
は
言
ゝ
え
な
い
。
彼
も
文
中
国
文
化
を
尊
 
 

重
し
、
こ
れ
を
摂
取
す
る
事
に
ょ
つ
て
自
国
を
よ
り
一
層
発
展
せ
し
め
様
と
し
て
 
 

い
た
事
ほ
、
披
が
漢
人
た
る
邸
回
を
重
用
し
た
事
や
、
回
に
選
せ
し
め
た
と
伝
え
 
 

ら
れ
る
「
南
詔
徳
化
碑
文
」
麟
 
の
文
意
に
も
よ
く
表
ほ
れ
て
い
る
。
邸
回
重
用
に
 
 

っ
い
て
ほ
「
新
居
書
」
紅
紅
配
上
に
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

故
西
濾
令
邸
同
者
唐
官
也
。
往
縞
州
破
．
為
所
屏
。
閉
経
風
量
其
惇
儒
、
号
蛮
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 

利
、
砕
教
子
弟
。
 
 

と
み
ゝ
え
、
鱗
回
が
篤
学
に
ょ
く
通
ぜ
る
を
も
つ
て
覇
詔
王
宰
の
子
弟
に
教
え
し
め
 
 

た
と
言
う
事
は
、
彼
が
漢
文
化
を
尊
重
し
摂
取
せ
ん
と
し
て
い
た
事
を
如
実
に
物
 
 
 



語
る
も
の
で
あ
る
。
繭
詔
は
恐
ら
く
回
の
み
な
ら
ず
漢
人
を
利
用
し
て
い
た
と
思
 
 

わ
れ
る
の
で
あ
る
が
、
南
詔
の
国
勢
仲
良
の
蔭
に
か
1
る
漢
人
の
協
力
、
か
あ
つ
た
 
 

事
ほ
注
目
す
べ
き
併
あ
る
。
 
 
 

次
の
第
六
代
王
異
牟
尋
ほ
、
繭
詔
歴
代
中
の
名
君
で
あ
り
．
特
に
華
仲
的
な
王
 
 

で
あ
つ
た
。
彼
も
叉
邸
回
を
寵
愛
し
、
幼
よ
り
回
の
教
育
を
受
け
、
即
位
す
る
や
 
 

回
を
最
も
亀
用
し
、
そ
の
建
言
を
多
く
受
け
入
れ
た
。
こ
の
事
ほ
「
資
冶
通
鑑
」
 
 

二
三
 
 

徳
・
‥
．
小
 
 初

雲
繭
玉
間
藤
鳳
陥
薔
、
猿
西
密
命
邸
回
。
回
、
相
州
人
、
遁
経
術
。
閣
羅
嵐
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

愛
墓
之
、
英
子
鳳
迦
其
－
及
綴
異
牟
尋
．
曾
凝
尋
夢
湊
、
哲
郎
単
之
。
毎
授
学
、
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

回
得
挺
之
。
及
其
牟
尋
為
王
、
以
回
為
清
牢
官
。
活
卒
官
者
蛮
祁
也
。
凡
有
六
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

人
。
面
国
事
専
決
於
回
、
五
人
者
事
回
甚
卑
謀
．
看
過
則
回
捷
之
。
 
 

と
あ
つ
て
、
そ
の
事
情
を
よ
く
知
る
事
が
出
来
る
。
回
を
由
詔
の
最
高
官
た
る
清
 
 

牢
官
に
任
用
し
た
事
は
、
南
詔
が
漢
文
化
を
如
何
に
蜃
墓
し
活
用
せ
ん
と
し
て
い
 
 

た
か
を
充
分
に
物
語
る
も
の
で
、
蔚
詔
の
国
家
体
制
及
び
諸
制
度
が
ほ
ゞ
こ
の
頃
 
 

に
成
つ
た
ら
し
い
点
か
ら
推
し
て
、
こ
れ
が
立
案
に
恐
ら
く
私
回
の
力
が
あ
つ
た
 
 

事
が
想
像
さ
れ
る
の
て
あ
り
、
そ
れ
故
に
叉
後
述
せ
る
如
く
、
南
詔
国
家
の
諸
制
 
 

度
ほ
多
分
に
唐
の
そ
れ
を
枚
撤
し
て
い
る
事
も
う
な
づ
か
れ
る
の
で
あ
る
。
回
ほ
 
 

更
に
異
牟
尋
に
対
し
、
吐
蕃
の
下
を
去
つ
て
再
び
帰
唐
す
べ
き
を
力
説
し
、
時
た
 
 

ま
た
ま
唐
胡
側
に
あ
つ
て
も
剣
南
節
度
使
雀
卓
の
対
繭
詔
懐
柔
政
壌
を
推
進
し
て
 
 

い
た
事
と
相
模
っ
て
唐
と
盟
約
を
結
ば
し
め
、
再
び
唐
．
南
詔
の
親
善
関
係
を
実
 
 

現
せ
し
め
た
。
由
 
 
 

丁
度
こ
の
頃
剣
南
節
度
使
の
任
に
着
い
た
葺
皐
の
対
顔
詔
懐
柔
政
策
ほ
、
漢
文
 
 

南
詔
国
に
於
け
る
茶
文
化
（
藤
澤
）
 
 

鮎
に
 
 

化
を
摂
取
せ
ん
と
す
る
痴
話
側
に
好
機
を
与
え
た
。
こ
の
間
に
南
詔
が
最
も
多
く
 
 

漢
文
化
を
吸
収
し
た
事
は
、
例
へ
ば
「
新
店
書
」
紅
紅
配
」
に
 
 
 

貞
元
十
五
年
、
異
餐
尋
‥
中
略
…
文
論
、
以
大
臣
子
弟
質
手
鼻
。
皐
辞
。
固
 
 

ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
ヽ
 
 
 

講
。
乃
尽
合
成
都
、
成
遇
就
学
。
 
 

と
云
い
、
こ
の
事
に
つ
い
て
更
に
「
資
治
通
鑑
」
√
虻
田
に
も
 
 
 

初
茸
皐
在
西
川
、
…
中
略
…
文
選
群
蛮
子
弟
、
緊
之
成
都
、
教
以
菩
数
、
欲
以
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

慰
悦
頭
靡
之
。
菜
成
則
去
、
接
以
包
子
弟
継
之
1
触
是
五
十
年
。
群
蛮
子
弟
学
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

於
成
都
、
殆
以
千
数
、
軍
府
麒
麟
於
稟
給
。
叉
蜜
偉
人
責
、
利
於
賜
与
、
所
従
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

代
人
浸
多
。
社
憧
為
西
川
節
度
使
、
秦
講
節
減
英
数
。
詔
従
之
。
商
詔
豊
蕗
怒
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

華
賀
各
便
者
、
留
表
付
薔
州
南
逮
．
叉
索
習
挙
手
弟
、
移
牒
不
凍
。
 
 

と
あ
つ
て
、
そ
の
一
両
を
よ
く
窺
う
事
が
出
来
る
。
即
ち
こ
の
間
に
南
詔
は
子
弟
 
 

を
成
都
に
決
し
て
留
学
せ
し
め
、
こ
れ
が
五
十
年
間
も
続
い
た
と
云
う
。
従
っ
て
 
 

こ
の
頃
に
於
け
る
繭
詔
の
漢
文
化
吸
収
は
誠
に
想
像
以
上
の
も
の
が
あ
つ
た
と
思
 
 

わ
れ
、
繭
詔
の
衰
族
階
級
中
に
ほ
恐
ら
く
漢
字
を
よ
み
儒
学
を
解
す
る
者
も
幾
人
 
 

か
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
南
詔
国
に
於
け
る
仏
教
が
こ
の
頃
よ
り
盛
ん
と
な
り
、
 
 

第
十
代
悪
路
以
後
再
び
贋
朗
に
入
超
を
始
め
る
梓
国
力
が
充
実
し
て
来
た
事
は
．
 
 

こ
の
頃
に
於
け
る
漢
文
化
摂
取
の
r
つ
の
現
わ
れ
と
み
る
事
も
揖
来
る
と
思
う
。
 
 

特
に
右
の
史
料
か
ら
．
南
詔
子
弟
の
成
都
留
学
を
南
詔
王
自
身
が
如
何
に
喜
成
し
 
 

て
い
た
か
も
知
る
事
が
出
来
る
が
、
叉
南
詔
は
学
問
の
み
な
ら
ず
、
こ
の
頃
唐
よ
り
 
 

武
器
に
つ
い
て
も
学
び
と
つ
た
ら
し
い
。
こ
れ
に
つ
い
て
同
書
一
㌔
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

初
茸
皐
、
招
南
詔
以
破
吐
蕃
。
既
而
蛮
（
■
西
詔
）
 
訴
以
無
甲
驚
。
卑
使
匠
数
 
 

ヽ
 
 
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

之
。
数
歳
蛮
中
甲
驚
皆
精
利
。
 

四
七
 
 
 



岩
手
大
学
畢
萎
革
帯
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
一
）
第
一
部
 
 

と
あ
つ
て
、
庸
未
南
詔
が
唐
の
辺
患
を
な
す
基
と
な
つ
た
の
で
あ
る
。
 
 
 

繭
詔
ほ
唐
未
頃
に
は
全
く
一
独
立
国
の
梯
を
成
し
、
唐
朝
の
衰
弱
に
乗
じ
て
屡
 
 

々
萄
川
及
び
繭
の
方
交
州
に
任
意
し
、
特
に
萄
川
に
対
し
て
は
何
回
と
な
く
侵
入
 
 

し
て
成
都
府
城
の
攻
略
を
ね
ら
つ
た
の
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
入
冠
の
一
動
機
と
し
 
 

て
、
恐
ら
く
南
詔
は
萄
川
特
に
成
都
府
よ
り
種
々
の
文
化
財
を
略
取
せ
ん
と
L
て
 
 

い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
二
・
新
居
書
」
紅
紅
駐
中
に
 
 
 

（
大
和
三
年
）
嵯
嶺
乃
悉
衆
掩
邦
或
鵠
三
州
陥
之
、
入
成
都
、
山
西
郭
十
日
。
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 

ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
ヽ
 
 
 

…
中
略
…
将
達
乃
掠
子
女
工
技
数
力
。
‥
・
中
略
 
南
詔
自
是
工
文
按
与
中
国
堵
ノ
．
 
 

と
云
い
、
乳
「
南
詔
野
史
」
上
に
 
 
 

成
通
三
年
、
（
世
）
隆
親
冠
萄
、
取
萬
寿
寺
石
仏
帰
。
 
 

と
あ
る
如
き
は
、
右
の
推
察
を
裏
付
け
る
に
充
分
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
伺
十
代
豊
 
 

酪
ほ
「
慕
二
中
国
㍉
不
レ
肯
レ
連
二
文
名
」
と
も
あ
る
か
ら
、
㈲
そ
の
襲
化
的
面
が
 
 

よ
く
知
ら
れ
る
。
唐
未
中
和
三
年
（
八
八
三
）
に
は
、
繭
詔
の
数
度
に
宜
る
強
要
 
 

に
ょ
り
、
唐
朝
ほ
終
に
そ
の
宗
女
を
安
化
長
公
主
と
し
て
由
詔
函
に
迭
つ
た
。
㈲
 
 

こ
の
事
が
更
に
南
詔
王
室
に
対
し
漢
文
化
を
も
た
ら
し
め
る
事
に
な
つ
た
の
は
言
 
 

う
ま
で
も
な
い
。
 
 
 

以
上
に
ょ
り
、
南
詔
歴
代
が
殆
ん
ど
唐
の
文
化
に
憤
れ
、
そ
れ
が
摂
取
に
努
め
 
 

て
い
た
事
、
そ
し
て
彼
等
の
漢
文
化
摂
取
が
予
想
以
上
に
大
き
な
も
の
で
あ
つ
た
 
 

事
を
知
り
得
た
と
思
う
。
 
 
 

誌
・
、
「
新
居
書
」
紅
紅
鮎
上
 
一
 
 

2
、
同
着
 
 

四
八
 
 
 

3
、
「
金
石
率
編
」
㌔
併
収
 
 

4
、
拙
稿
「
剣
南
節
度
使
章
皐
の
南
詔
対
策
－
唐
・
南
詔
交
渉
史
研
究
－
」
 
（
束
北
史
腰
 
 

骨
編
 
歴
史
三
併
収
）
参
照
 
 
 

中
 
 
 

5
、
「
誓
書
差
配
駐
 
 
 

6
、
「
賓
泡
盛
鑑
」
㌔
、
宝
の
後
、
南
慧
ら
も
畢
城
公
主
を
迎
妄
た
。
 
 

三
 
高
詔
圃
に
於
げ
る
漢
文
化
 
 
 

一
と
二
に
前
述
せ
る
屏
に
ょ
り
、
由
詔
国
に
相
当
の
漢
文
化
が
取
り
入
れ
ら
れ
 
 

て
居
っ
た
事
が
明
ら
か
と
な
つ
た
の
で
あ
る
が
、
然
ら
ば
、
南
詔
は
如
何
に
摂
取
 
 

せ
る
漢
文
化
を
利
用
し
、
滑
化
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
（
一
そ
し
て
文
藻
文
化
が
 
 

南
詔
文
化
に
於
い
て
如
何
な
る
役
割
を
担
っ
た
も
の
で
あ
ろ
う
か
。
綜
じ
て
繭
詔
 
 

国
家
は
居
文
化
に
何
の
程
度
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
つ
た
か
。
こ
れ
ら
の
．
観
 
 

点
か
ら
左
に
慣
を
追
う
て
類
別
に
考
察
し
て
み
よ
う
と
思
う
。
 
 
 

先
づ
学
問
閲
係
か
ら
み
る
に
、
儒
学
が
繭
詔
に
入
っ
て
い
た
事
は
、
既
に
二
の
 
 

項
に
於
い
て
述
べ
た
併
で
あ
る
〈
－
即
ち
儒
学
に
適
ぜ
る
漢
人
邸
回
が
、
南
詔
王
関
 
 

越
鳳
や
巽
牟
尋
に
重
用
さ
れ
、
王
室
の
子
弟
を
教
育
し
、
叉
葦
皐
の
対
南
政
策
に
 
 

ょ
っ
て
南
詔
の
子
弟
多
数
が
五
十
年
間
に
亘
り
成
都
に
留
学
し
た
点
か
ら
み
て
 
 

も
、
南
詔
王
室
を
始
め
貴
族
階
級
間
に
は
相
当
儒
学
を
知
る
も
の
が
居
つ
た
に
相
 
 

違
な
く
、
漢
字
を
も
或
る
程
度
読
解
し
得
た
と
思
わ
れ
る
。
幼
少
よ
り
鄭
回
の
教
 
 

育
を
受
け
た
輿
牟
看
め
如
き
は
、
「
新
居
書
」
紅
紅
配
上
に
「
有
二
智
数
十
・
・
略
モ
 
 

知
レ
書
」
 
と
云
い
、
中
華
に
模
し
て
五
嶽
を
定
め
、
文
金
沙
江
等
四
大
川
に
各
モ
 
 

神
嗣
を
建
て
て
相
済
と
な
し
、
三
皇
の
廟
を
も
建
て
た
と
伝
え
ら
れ
て
い
る
が
、
 
 
 



附
こ
れ
ほ
郵
固
に
ょ
る
湊
化
を
物
語
る
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
の
他
、
三
代
の
盛
雄
 
 

皮
は
、
晋
の
右
寧
将
軍
王
義
之
を
以
つ
て
里
人
と
な
し
立
廟
し
て
祀
り
、
未
帝
の
 
 

舜
化
貞
代
に
ほ
五
単
数
主
を
た
て
た
切
と
云
わ
れ
る
。
楓
 
 
 

繭
詔
固
有
の
文
字
の
有
無
に
つ
い
て
は
、
殆
ん
ど
そ
の
手
懸
り
が
求
め
ら
れ
な
 
 

い
。
曾
っ
て
仏
人
ペ
リ
オ
氏
ほ
、
蒲
甘
地
方
か
ら
出
た
十
一
世
紀
彫
刻
の
前
幅
に
 
 

一
種
の
未
知
な
文
字
（
印
度
字
母
に
似
て
い
る
）
あ
る
を
も
つ
て
、
「
之
が
或
い
 
 

は
南
詔
文
事
で
は
な
い
か
」
と
云
い
、
柳
叉
憂
光
窮
民
ほ
、
「
自
苗
通
」
な
る
硯
 
 

シ
ャ
ン
 
 

存
の
喜
ば
腰
文
に
て
記
さ
れ
て
い
る
と
述
べ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
㈲
 
由
詔
の
支
 
 

配
民
族
の
系
統
が
未
解
決
の
今
日
で
ほ
そ
の
当
否
を
決
め
る
ま
で
に
至
つ
て
い
な
 
 

い
。
然
し
な
が
ら
、
南
詔
時
代
の
碑
文
や
鐘
戯
及
び
追
跡
が
幾
つ
か
現
存
し
て
い
 
 

る
の
に
、
繭
詔
固
有
文
字
ら
し
い
も
の
が
未
だ
一
字
も
発
見
さ
れ
ぬ
と
云
う
畢
 
 

は
、
或
い
ほ
そ
れ
が
無
か
つ
た
事
の
消
耗
的
証
拠
に
な
り
ほ
し
な
い
だ
ろ
う
か
。
 
 

何
れ
こ
こ
で
間
置
と
す
る
も
の
ほ
裔
詔
が
漢
字
を
使
用
し
た
か
ど
う
か
と
云
う
事
 
 

で
あ
る
。
漢
字
に
通
ず
る
者
が
少
く
な
か
つ
た
ろ
う
事
は
前
述
し
た
が
、
南
詔
国
 
 

が
公
用
に
も
湊
字
を
使
用
し
て
い
た
の
で
ほ
な
い
か
を
思
わ
し
め
る
幾
つ
か
の
例
 
 

証
が
巻
け
ら
れ
る
。
例
へ
ば
現
存
せ
る
「
南
詔
徳
化
碑
文
」
を
始
め
、
大
喪
曇
覚
 
 

書
の
錦
銘
や
㈲
塔
の
歎
識
の
及
び
「
河
東
刺
史
王
仁
求
碑
」
㈲
事
ほ
皆
漢
字
で
書
 
 

か
れ
て
居
り
叉
唐
朝
へ
の
使
者
ほ
啓
状
を
も
た
ら
し
た
如
く
で
あ
る
㈱
か
ら
で
あ
 
 

る
。
骨
っ
て
英
人
ハ
ブ
ブ
イ
氏
が
「
繭
詔
は
文
字
を
用
い
る
限
り
真
部
文
字
を
用
 
 

い
た
云
々
と
」
指
摘
せ
る
事
は
㈹
正
し
い
見
解
と
言
う
べ
き
で
あ
る
。
 
 
 

南
詔
が
儒
学
及
び
漢
字
に
通
暁
し
て
い
た
の
み
な
ら
ず
、
湊
詩
を
作
る
者
も
少
 
 

く
な
か
つ
た
棟
で
あ
る
バ
こ
ゝ
に
そ
の
」
二
の
例
せ
挙
げ
て
み
ろ
な
ち
ば
、
「
北
 
 

南
詔
観
に
於
け
る
逸
文
牝
（
腫
韓
）
 
 

夢
彗
已
忘
唐
の
倍
宗
代
入
居
せ
る
南
詔
の
重
臣
楊
奇
観
の
途
中
諒
と
し
て
 
 
 

風
某
浪
花
吹
叉
白
、
雨
中
嵐
色
流
速
青
、
 
 
 

江
観
衆
処
窓
前
見
、
林
猶
噂
時
政
上
聴
。
紬
 
 

と
云
う
の
が
み
え
、
萄
の
伺
光
速
撰
す
る
併
の
「
蓉
誠
録
」
六
に
ほ
、
同
じ
頃
入
 
 

唐
せ
し
南
詔
の
布
攣
段
養
宗
の
七
言
級
句
が
四
首
・
五
言
稚
句
が
一
首
の
つ
て
い
 
 

る
が
そ
の
一
首
に
「
思
郷
」
と
題
し
 
 

廃
北
行
人
稚
、
雲
南
信
未
達
。
産
前
花
不
稀
、
門
外
柳
誰
馨
、
 
 
 

坐
久
治
銀
燭
、
愁
多
減
玉
顔
、
懸
心
秋
穂
月
、
高
男
照
関
山
。
㈲
 
 

と
あ
る
（
、
叉
「
古
今
図
書
集
成
」
鯛
方
に
引
望
る
「
玉
挨
編
事
」
慕
且
の
粂
に
 
 

「
南
詔
は
十
二
月
十
六
日
を
以
っ
て
屋
回
節
と
い
い
、
避
風
台
に
遊
び
、
清
卒
官
 
 

に
命
じ
て
詩
を
賦
し
、
駐
信
（
商
詔
の
王
の
事
）
の
諸
に
日
く
」
と
し
て
五
言
絶
 
 

句
一
首
。
 
 
 

避
風
苦
闘
台
、
極
目
見
藤
越
、
悲
哉
古
与
今
、
依
戯
偶
与
月
、
 
 
 

自
我
居
震
且
、
嘲
衛
類
蓼
契
、
伊
昔
今
望
遠
、
報
難
仰
息
烈
、
 
 
 

不
党
歳
云
暮
、
感
樺
屋
回
節
、
元
祀
同
一
心
、
子
露
堪
胎
欺
。
 
 

と
云
う
の
が
み
え
て
居
り
、
真
に
「
紀
文
領
遁
孝
」
に
も
二
三
の
三
一
日
確
旬
が
収
 
 

録
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
漢
詩
を
み
る
に
、
繭
詔
の
王
室
及
び
貴
族
階
級
間
に
 
 

於
け
る
漢
文
化
の
滑
化
は
相
当
な
も
の
で
あ
つ
た
事
が
知
ら
れ
る
く
。
 
 
 

攻
に
南
詔
国
の
漢
文
化
摂
取
と
し
て
特
に
著
し
い
も
の
に
シ
ナ
仏
教
の
流
感
が
 
 

挙
げ
ら
れ
る
。
仏
教
白
身
は
勿
論
印
度
文
化
で
あ
る
が
、
繭
詔
に
流
通
せ
る
仏
教
 
 

が
唐
仏
教
の
影
響
で
あ
つ
た
事
か
ら
み
て
、
こ
れ
を
漢
文
化
と
み
な
す
事
が
出
来
 
 

る
と
思
う
。
南
詔
が
大
の
仏
教
王
国
で
あ
り
、
桝
家
や
窪
寺
・
遷
仏
も
盛
ん
に
行
 
 

閣
丸
 
 
 



岩
手
大
串
革
蔓
草
部
研
究
年
報
 
第
三
巻
（
一
九
五
↓
）
昇
一
部
 
 
 

わ
れ
、
そ
れ
が
貴
族
仏
教
で
あ
り
、
多
分
に
北
方
大
乗
系
の
シ
ナ
仏
教
（
唐
代
の
 
 

仏
教
）
の
色
彩
が
認
め
ら
れ
、
建
寺
造
仏
匡
漢
人
が
使
用
さ
れ
、
唐
僧
の
入
国
布
 
 

教
し
た
考
が
少
く
な
か
つ
た
事
も
知
ら
れ
る
。
南
詔
国
の
仏
教
に
つ
い
て
ほ
、
近
 
 

く
拙
稿
を
発
表
の
予
定
で
あ
る
か
ら
、
個
 
こ
ゝ
に
詳
述
す
る
事
を
避
け
る
・
が
、
 
 

南
詔
が
潮
海
●
新
藤
・
日
本
と
等
し
く
磨
文
化
影
攣
の
一
つ
と
し
て
唐
の
仏
教
が
 
 

盛
行
し
た
事
は
興
味
深
い
処
で
あ
る
。
 
 
 

つ
い
で
に
邁
教
に
つ
い
て
附
言
す
る
に
、
中
国
三
敦
中
の
儒
・
仏
二
教
が
相
当
 
 

程
度
に
入
っ
て
い
た
事
が
明
ら
か
に
認
め
ら
れ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
道
教
が
入
っ
 
 

て
い
た
事
を
物
語
る
史
料
は
極
め
て
少
い
。
但
し
「
南
詔
野
史
」
上
柴
宿
の
条
に
 
 

「
大
和
二
年
、
用
＝
銃
丸
チ
鋳
二
仏
一
筆
、
廃
二
道
敬
一
」
と
み
え
、
「
繭
詔
徳
化
 
 

砕
文
」
中
に
「
陶
l
二
t
義
一
、
琴
南
門
陰
陽
序
l
、
云
々
」
と
あ
る
よ
り
す
れ
ば
、
 
 

溜
敦
も
入
っ
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
も
疑
わ
れ
る
が
、
一
こ
れ
以
上
の
事
は
分
ら
・
 
 

。
 
 
 

儀
・
仏
二
教
に
つ
い
で
、
漢
文
化
の
色
彩
を
強
く
認
め
得
る
も
の
に
諸
制
度
が
 
 

挙
げ
ら
れ
る
。
南
詔
の
官
制
等
に
つ
い
て
ほ
「
新
店
書
」
駈
紅
駐
上
に
相
当
詳
細
 
 

な
記
事
が
あ
つ
て
、
他
の
外
国
伝
に
比
す
れ
ば
、
誠
に
珍
ら
し
く
叉
貴
重
な
史
料
 
 

で
あ
る
が
、
こ
の
一
文
を
一
見
す
れ
は
、
誰
し
も
そ
の
整
然
た
る
組
織
と
そ
れ
が
 
 

唐
朝
の
官
制
に
酷
似
し
て
い
る
事
に
気
づ
く
の
で
あ
つ
て
、
こ
の
点
に
つ
い
て
は
 
 

既
に
太
田
保
一
郎
氏
も
す
で
に
指
摘
し
て
い
る
併
で
あ
る
。
紬
こ
ゝ
に
こ
れ
ら
の
 
 

官
制
に
つ
い
て
詳
細
に
述
べ
る
事
は
割
愛
す
る
が
、
例
え
ば
、
中
央
官
制
に
於
い
 
 

て
は
唐
の
宰
相
に
当
る
も
の
に
清
卒
官
（
六
人
）
が
あ
つ
て
国
事
を
決
し
、
そ
の
 
 

下
に
酋
望
等
の
文
官
と
唐
の
大
将
軍
に
相
当
す
る
大
軍
将
が
あ
つ
て
国
事
を
補
佐
 
 

五
〇
 
 
 

し
、
又
九
つ
の
爽
と
云
う
省
と
同
じ
官
庁
が
あ
り
、
督
爽
が
三
省
を
総
べ
、
そ
の
 
 

外
に
託
と
云
う
三
つ
の
独
立
官
衛
が
あ
る
。
叉
羽
儀
と
云
う
侍
従
武
官
が
あ
り
、
 
 

軍
人
に
も
六
曹
長
等
が
あ
り
、
国
民
皆
兵
で
あ
つ
た
。
地
方
制
度
に
於
い
て
も
、
 
 

百
家
●
千
家
●
万
家
を
単
位
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
に
稔
佐
・
清
人
官
脚
及
び
都
督
．
を
 
 

置
き
、
叉
弄
棟
以
下
の
六
節
度
と
会
川
等
二
都
督
あ
り
、
全
国
を
十
険
に
分
っ
 
 

た
っ
険
ほ
州
に
当
る
も
の
で
あ
る
。
田
制
に
於
い
て
も
「
変
事
」
九
に
 
 
 

上
官
授
与
四
十
撃
二
琴
一
頃
也
。
上
戸
三
十
襲
、
漠
二
項
五
十
畝
。
中
戸
下
戸
 
 
 

各
有
差
降
。
 
 

と
あ
り
、
衷
に
同
書
五
に
「
清
卒
官
己
下
官
給
二
分
田
こ
と
あ
る
か
ら
、
㈹
唐
の
 
 

均
田
制
を
模
倣
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
税
制
も
同
書
七
に
 
 
 

収
刈
己
畢
、
官
蛮
拠
個
人
家
口
数
目
支
給
未
稲
、
其
余
悉
輪
官
。
 
 

と
み
え
、
中
央
官
庁
中
に
は
賦
税
を
掌
る
勧
賓
と
云
う
役
所
示
あ
つ
た
の
で
あ
る
 
 

か
ら
、
抑
制
度
化
さ
れ
て
居
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
㈹
 
 
 

こ
れ
ら
の
諸
官
制
、
諸
制
度
は
恐
ら
く
南
詔
第
五
代
陶
座
鳳
と
次
代
異
牟
尋
の
 
 

問
に
撃
え
ら
れ
た
も
の
ら
し
く
、
「
南
詔
徳
化
碑
文
」
 
（
彼
の
鄭
回
の
撰
に
し
て
 
 

開
扉
鳳
代
の
も
の
）
中
に
 
 

ヽ
ヽ
ヽ
ヽ
 
 
 

我
王
、
・
：
中
略
‥
・
然
後
修
文
習
武
、
官
設
百
司
、
列
奪
叙
卑
位
分
九
等
、
云
々
 
 

と
あ
り
、
「
繭
詔
町
史
」
上
異
牟
尋
の
条
に
「
貞
元
二
年
、
設
レ
官
、
立
二
九
爽
三
 
 

託
一
、
云
々
」
 
と
み
え
る
か
ら
、
こ
れ
ら
諸
制
度
の
設
置
に
は
鄭
回
等
湊
人
が
相
 
 

当
に
参
劃
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
従
っ
て
繭
詔
の
諸
制
度
ほ
非
常
に
唐
の
そ
れ
 
 

に
模
す
る
処
が
多
か
つ
た
訳
で
あ
る
。
官
制
と
囲
僻
し
て
伺
明
ら
か
に
唐
の
模
倣
 
 

と
み
な
さ
れ
る
も
の
に
、
王
が
皇
醇
を
称
し
、
建
板
と
建
元
し
、
国
を
大
礼
と
号
 
 
 



し
た
如
き
、
㈹
叉
都
城
を
中
都
・
上
都
と
称
し
、
鱒
更
に
酋
龍
 
（
一
名
世
隆
十
 
 

一
代
王
）
卒
し
て
景
荘
皇
帝
の
認
号
を
お
く
っ
た
り
し
た
事
叫
等
が
挙
げ
ら
れ
 
 

る
。
 
 
 

其
の
他
の
生
活
・
風
俗
等
広
義
の
文
化
一
般
に
於
い
て
ど
れ
程
漢
文
化
の
影
響
 
 

が
あ
つ
た
も
の
か
詳
し
く
知
る
を
得
な
い
が
、
断
片
的
な
が
ら
も
例
へ
ば
、
「
蛮
 
 

書
」
六
に
、
「
城
池
郭
邑
骨
如
＝
湊
制
l
」
 
と
い
ゝ
、
同
書
七
に
 
「
蛮
官
費
レ
之
、
 
 

如
二
漢
法
l
也
。
蛮
法
煮
レ
塩
、
成
有
＝
法
令
L
 
と
あ
つ
て
、
▲
吐
蕃
が
備
原
始
的
方
 
 

法
で
採
塩
し
て
い
る
の
に
比
し
、
そ
の
方
法
制
度
が
漠
と
等
し
い
事
を
の
べ
、
真
 
 

に
同
書
八
に
、
「
其
蛮
丈
夫
一
切
被
レ
軒
、
其
余
衣
服
略
与
レ
漠
同
、
喉
頭
襲
特
異
 
 

耳
」
 
「
凡
人
家
屏
居
、
皆
依
二
傍
四
山
一
、
上
棟
下
字
悉
与
レ
湊
同
、
惟
東
西
南
 
 

北
不
レ
取
二
周
正
謹
」
及
び
「
改
年
即
用
＝
建
寛
之
月
一
、
其
余
節
目
靡
与
レ
漠
同
、
 
 

碓
不
レ
知
し
有
＝
寒
食
清
明
一
耳
」
と
あ
る
を
み
れ
ば
、
一
般
生
活
・
風
俗
に
も
漢
文
 
 

化
の
遽
透
が
う
か
が
わ
れ
、
前
述
の
細
く
豊
祓
の
代
、
成
都
に
入
適
し
て
子
女
工
 
 

技
数
万
及
び
珍
貨
を
掠
し
帰
り
、
「
南
詔
自
レ
是
工
二
文
織
享
一
中
国
毎
」
と
あ
る
国
 
 

事
を
併
せ
考
え
れ
ば
、
南
詔
は
そ
の
文
物
に
於
い
て
も
大
分
唐
の
進
ん
だ
文
化
を
 
 

吸
収
し
て
い
た
事
が
礪
わ
れ
る
。
 
 

誅
1
、
「
攣
書
」
一
〇
、
「
南
詔
野
史
」
上
 
 
 

2
、
「
南
詔
野
史
」
上
 
 
 

3
、
又
孔
子
噛
を
た
て
た
と
も
云
わ
れ
る
。
（
夏
光
南
著
「
雪
南
文
化
史
」
、
徐
松
右
著
 
 

「
南
支
那
民
族
史
」
第
四
二
章
二
）
 
 

4
、
二
義
印
度
両
道
考
」
ポ
 
 

高
潔
陶
に
於
け
る
漢
文
化
（
藤
澤
）
 
 
 

5
、
「
元
代
襲
南
史
地
叢
考
」
三
、
「
雪
歯
痛
志
稿
」
義
文
意
 
 
 

6
、
「
金
石
率
編
」
㌔
笠
 
 
 

7
、
「
碧
南
邁
志
稀
」
甲
山
慧
量
「
秘
境
重
商
」
望
頁
 
 
 

8
、
夏
光
南
薯
「
要
務
文
化
史
」
、
「
雲
商
連
稿
志
」
褒
文
志
、
金
石
 
 
 

9
、
関
係
史
斜
に
r
牒
」
を
讐
た
事
が
見
え
（
「
賓
泊
通
撃
虹
四
等
）
、
「
五
代
曾
 
 
 

要
」
管
「
壁
悍
慧
、
其
耗
破
如
痩
」
と
あ
る
。
 
 
 

用
、
ハ
ー
ゲ
イ
著
・
五
十
嵐
智
昭
澤
「
ビ
ル
マ
史
」
一
七
貢
 
 
 

1
1
、
「
叢
書
集
成
」
本
に
よ
る
。
 
 
 

1
2
、
同
右
 
 
 

ほ
、
珊
稿
「
南
詔
困
の
備
故
に
就
い
て
」
 
（
前
掲
論
文
集
に
変
表
濠
定
）
 
 
 

1
4
、
太
田
保
一
郎
「
南
詔
王
国
の
制
鹿
と
唐
と
の
関
係
」
 
（
国
学
院
難
詰
八
ノ
七
〕
 
 
 

1
5
、
「
欒
書
」
九
に
は
「
理
入
官
」
と
あ
る
。
 
 
 

沌
、
商
詣
の
田
渕
に
つ
い
て
ほ
義
唐
書
」
紅
紅
駈
上
に
為
棟
の
記
事
あ
り
。
 
 
 

け
、
「
新
唐
嘗
」
紅
配
配
上
 
 
 

ほ
、
但
し
役
や
賦
は
皆
の
模
倣
で
な
か
つ
た
棟
で
あ
る
。
「
攣
軍
七
及
九
参
旧
…
 
 
 

四
 

丹
、
「
賓
泡
盛
鑑
」
虹
竿
代
西
鶴
の
事
と
し
て
の
べ
て
い
る
。
 
 
 

2
0
、
「
南
詔
野
史
」
上
 
 
 

2
1
、
「
餐
治
通
鑑
」
二
五
 
 
 

刀
、
同
書
紅
四
に
も
こ
の
事
に
閻
し
詳
細
の
記
事
が
あ
る
。
 
 

び
 
 

結
 
 

以
上
述
べ
て
来
た
併
に
ょ
り
、
南
詔
国
に
於
い
て
漢
文
化
が
如
何
に
摂
取
さ
 
 

れ
、
そ
し
て
消
化
さ
れ
て
居
っ
た
か
と
云
う
事
、
及
び
何
故
に
帝
詔
文
化
に
於
い
 
 

五
ニ
 
 
 



祭
事
大
準
草
薮
撃
落
併
発
年
報
 
撃
二
番
（
一
九
五
一
）
第
一
報
 
 
 

て
斯
様
に
漢
文
化
の
色
彩
が
濃
厚
で
あ
つ
た
か
と
云
う
事
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
 
 

思
う
。
南
詔
は
決
し
て
従
来
予
想
さ
れ
た
程
の
野
蛮
国
で
ほ
な
く
、
そ
の
国
家
の
 
 

諸
制
度
を
始
め
仏
教
文
化
や
其
の
他
の
文
物
も
大
分
港
ん
で
い
た
様
で
あ
る
が
、
 
 

綜
じ
て
そ
の
諸
制
度
文
物
に
ほ
漠
文
化
の
色
彩
が
強
く
認
め
ら
れ
、
唐
文
化
の
影
 
 

響
が
強
か
つ
た
事
を
如
実
に
物
語
っ
て
い
る
っ
南
詔
が
建
国
す
る
に
至
っ
た
の
 
 

も
、
叉
そ
れ
が
発
展
の
一
路
を
た
ど
り
隆
盛
に
お
も
む
い
た
の
も
、
恐
ら
く
唐
の
 
 

南
隣
に
位
置
し
唐
文
化
の
影
響
を
強
く
受
け
た
結
果
に
外
な
ら
な
い
っ
こ
の
事
ほ
 
 

他
の
唐
を
周
ぐ
る
吐
蕃
・
西
夏
・
由
紀
・
潮
海
・
新
羅
・
日
．
本
の
場
合
と
同
様
で
 
 

あ
つ
た
。
以
っ
て
当
時
に
於
け
る
庸
文
化
の
偉
大
さ
を
知
る
と
共
に
、
そ
の
東
洋
 
 

文
化
史
上
に
於
け
る
意
義
の
大
い
さ
を
改
め
て
痛
感
す
る
次
第
で
あ
る
。
南
詔
は
 
 

文
化
的
に
み
れ
ば
一
種
の
唐
の
衛
鹿
国
と
も
言
う
べ
き
存
在
で
あ
つ
て
、
同
国
の
 
 

文
化
を
皮
相
的
な
耐
か
ら
み
れ
は
漢
文
化
団
の
中
に
あ
つ
た
も
の
と
言
う
事
も
出
 
 

来
る
。
 
 
 

勿
論
薗
詔
は
そ
の
位
置
の
関
係
か
ら
、
チ
ベ
ッ
ト
や
ビ
ル
マ
●
イ
ン
ド
及
び
シ
 
 

ャ
ン
等
の
文
化
的
要
素
も
あ
つ
た
に
相
違
な
い
。
燃
し
な
が
ら
、
当
時
唐
文
化
を
 
 

除
い
て
他
に
こ
れ
程
彼
等
が
憧
れ
を
い
だ
き
摂
取
せ
ん
と
す
る
様
な
高
度
の
文
化
 
 

が
あ
つ
た
で
あ
ろ
う
か
。
・
吐
蕃
の
如
き
も
唐
文
化
摂
取
に
努
め
た
も
の
で
あ
り
、
 
 

繭
詔
に
比
し
さ
し
て
よ
り
高
度
の
文
化
が
あ
っ
た
も
の
と
ほ
考
え
ら
れ
な
い
。
南
 
 

詔
ほ
そ
の
圧
力
の
為
保
身
上
山
む
を
得
す
数
度
そ
の
下
に
属
し
た
が
、
吐
蕃
よ
り
 
 

文
化
を
摂
取
し
た
ら
し
い
形
跡
ほ
余
り
認
め
ら
れ
な
い
。
叉
繭
詔
ほ
西
隣
の
ビ
ル
 
 

マ
地
方
と
も
密
接
な
関
係
を
有
し
、
「
新
店
書
」
紅
紅
配
下
に
ょ
れ
ば
監
国
の
民
 
 

三
千
入
を
柘
東
に
移
し
．
叉
常
に
之
を
轟
制
⊥
た
の
で
あ
る
が
、
仏
教
の
如
き
は
 
 

五
二
 
 
 

反
っ
て
蒲
甘
王
朝
の
ア
ノ
ー
ラ
ク
ー
王
が
南
詔
仏
教
に
憧
れ
た
経
で
あ
つ
た
か
ら
 
 

（
ハ
ア
ブ
イ
「
ビ
ル
マ
史
」
五
十
嵐
訳
三
二
頁
）
右
の
推
測
ほ
必
ず
し
も
不
当
で
 
 

は
あ
る
ま
い
。
 
 
 

而
し
て
南
詔
に
於
け
る
漢
文
化
は
先
づ
南
詔
王
室
及
び
そ
れ
を
取
り
ま
く
貴
族
 
 

の
問
に
多
く
取
り
入
れ
ら
れ
て
い
た
も
の
で
あ
り
、
一
般
国
民
生
活
に
何
の
程
度
 
 

淀
透
し
て
い
た
か
ほ
よ
く
知
る
を
得
な
い
。
古
代
専
制
王
国
た
る
南
詔
に
あ
つ
て
 
 

ほ
、
漢
文
化
の
如
き
高
度
の
外
来
文
化
は
恐
ら
く
王
室
貴
族
問
に
は
多
分
に
受
け
 
 

入
れ
ら
れ
て
居
っ
た
に
せ
よ
、
下
層
の
被
支
配
諸
種
族
間
に
は
そ
れ
程
達
透
し
な
 
 

か
つ
た
の
か
も
知
れ
な
い
っ
要
す
る
に
南
詔
に
於
け
る
漢
文
化
は
、
そ
の
王
室
を
 
 

頂
点
と
す
る
上
層
支
配
階
層
に
強
く
認
め
ら
れ
る
模
倣
の
姿
で
あ
つ
て
、
結
局
南
 
 

詔
文
化
の
一
皮
桶
面
に
す
ぎ
な
い
の
か
も
知
れ
な
い
。
 
 

（
一
九
五
二
・
一
・
二
〇
改
稿
）
 
 
 




